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はじめに

　2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は、多くの人命を奪い、広い範

囲に被害を及ぼした観測史上最犬規模の地震であった。

　首都圏に本社機能を有していた保険会社においては、重大な業務停止には至らず、危機

対応についてもある程度迅速に行うことができた。

　しかし、東京大学地震研究所によって実施された研究では、今回の大地震の影響で地震

活動が活発化し、首都圏でマグニチュード7級の直下型地震が4年以内に70パーセント

の確率で起きる可能性がある、という結果がもたらされている。さらに、従来保険会社が

策定してきた事業継続計画（以下B　C　P）が、東日本大震災において発生した多くの「想定

外」の被害に対して十分に対応できるものではなかったとの反省も多く聞かれている。

　以上のことから、首都直下地震が発生した場合、あるいは今後の想定外の被害に対して

事業継続性を十分に確保するため、各社においてB　C　Pの見直しが進められている。

　我々第2グループでは、第I・I章にて保険会社が社会的に求められている「継続すべ

き業務」を再確認し、東日本大震災での教訓や首都直下地震で想定される被害を踏まえた

現状のB　C　Pの課題について整理する。第皿・IV章では、その課題に対する解決策として

のl　Tソリューションを考案し、有効性について考察する。最後の第V章では、第皿・1V

章で考察したl　Tソリューションを組み合わせた総合的な「新しい働き方」についてまと

め、当グループの研究総括とする。
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【第I章】保険会社のBC　P

　本章では、保険会社のB　C　Pを支える新しい働き方を論じるにあたり、B　C　Pの概要と

保険会社における継続すべき中核となる業務を整理する。

I－1．BCPとは
　B　C　P（Business　Continuity　Plan）とは、災害や事故など予期せぬ事態が発生した際、

企業が事業継続に取り組むうえで基本となる計画のことである。防災対策に留まらず、非

常時においても限られた経営資源で企業にとって中核となる業務を継続、あるいは早期に

復旧することで、企業価値の維持・向上を目指すことが重要なポイントとなる。

　まず、一般的なBCP策定、および運用の流れについて触れる。

（1）B　C　P策定の基本的な流れ

　B　C　P策定時は、まず緊急時の事業継続の基本方針を決定し、次にB　C　P策定の組織体

制確立後、実際のB　C　P作成のフェーズに移る。B　C　P作成と合わせて、平常時における

定期的な備蓄の点検や災害訓練の実施についても文書化する。また、作成したB　C　Pは必

要に応じて適宜見直され、継続的な運用を実施する（図表I　1）。

【図表I．1　B　C　P策定・運用フロー】

（2）B　C　P売動後の対応フロー

B　C　P発動後の一般的な流れは以下の通りである。

①初動対応として、災害対策本部を設置し被害状況の確認と対応方針を決定

②決定された方針に基づき、事業継続対応を実施

③被害を受けた営業拠点の本格復旧を実施

④復旧後、BCP発動時の対応を振り返り、将来の災害発生に備えBCPを修正する
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I－2　保険会社の事業概要

　生命保険業・損害保険業において共通しているのは、保険契約の申し込みから契約成立

までを担当する新契約業務と、加入から保障期間終了までに発生する契約者からの依頼や

請求の対応を行う契約管理業務である。

　図表I．2は個人保険における保険事業の一般的な流れを示しており、新契約業務には

営業活動を行っている支社・営業所もしくは代理店で使用する販売資料や設計書の作成だ

けでなく、保険契約成1日1jの契約審査や第1回保険料収納も含まれる。

　一方、契約管理業務は契約成立後に起こる病気、事故、入院など様々なライフイベント

や、解約、名義変更など契約内容変更に対応する業務が中心で、多くの保険会社は事務セ

ンターにて全国の契約者からの請求を集約して処理を行う。

　また、契約者からの請求や契約内容に関する照会の窓口は、最寄りの営業所ではなくコ

ールセンターに一本化されている会社が多い。

【図表I．2　生命保険会社の保険事業にかかわる主な組織と情報システム】

蟻濠込書と督鋤翻に蓬づいて繍黎繍シス子ムに綾謬矯譲や饗絢約書を入力する作業は，交税で術うケ‘スとシス子ムセン

ターで行うケースに分か拠る。
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I－3　保険会社における「継続すべき業務」

　冒頭にて、企業にとって中核となる業務を継続あるいは早期に復旧することで、企業価

値の維持・向上を目指すことが重要だと述べたが、保険会社にとって継続すべき中核とな

る業務とはいったい何であろうか。

　保険会社の監督当局である金融庁は、保険会社向けの監督指針1の中で、大規模災害への

対応として、下記3つの必要な金融上の措置を図るように示している。

　①保険金等の支払いに係る便宜措置

　②保険金の支払及び保険料の払込猶予に関する措置

　③営業停止等における対応に関する措置

上記措置より、保険会社が災害時において継続すべき業務は下記の3点に集約できる。

（1）保険金支払業務

　死亡保険金、損害保険金をはじめとする各種保険金の支払業務である。仮に津波で保険

証券が流出した場合でも、被災地を中心とする保険契約者の請求に対し、支払処理を継続

する必要がある。

（2）保険契約管理業務

　新契約成立後の既契約管理を中心とする保険契約管理業務である。被災地の契約者に対

しては、保険料の払込猶予期間の延長や、貸付金の利息減免という非常取扱いを実施する

必要がある。

（3）お客さま相談業務

　お客さまの照会に対応する相談業務である。震災直後は様々な情報が錯綜し、混乱が起

こることが考えられるため、正確な情報を収集し、速やかに公表する必要がある。

　それでは、実際に震災が発生した場合において、保険会社が策定したBCPは中核とな

る上記3つの業務を継続できるのだろうか。東日本大震災発生時の対応実績と、首都直下

地震が発生した場合の想定を交え、次章にて詳しく検証を行う。

1保険会社向けの総合的な監督指針平成24年7月
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【第皿章】事業継続に不可欠な要素

　本章では、「地震」という被災シナリオにおける課題を整理し、事業継続に不可欠な要素

を考察する。

　具体的には、次の2つのケースでそれぞれ初動対応および事業継続対応における課題を

整理した。

　ア．支社・営業所被災時（地方被災時）

　イ．本社被災時（首都被災時）

　なお、支社・営業所被災時については、日本アクテュアリ　会賛助会員会社40社に東

日本大震災時に関するアンケートを実施し、アンケート結果から東日本大震災時の課題を

整理した。また、本社被災時については、仮に首都直下地震が発生した際に考えられる課

題を整理した。

II－1．B　C　P発動時の課題

（1）初動対応

　初動対応の重要なポイントは、いち早く災害対策本部を立ち上げ、的確な指示を下すこ

とである。

ア　支社・営業所被災時の躁旧

東日本大震災発生時に「B　C　P発動時において評価出来る点は何か」についてアンケー

トを実施した結果、42％の会社で「命令系統の維持」を評価している（図表I　1）。

【図表I　1　アンケートr東目本大震災で発動したB　C　Pについて評価出来る点」】2

　このアンケート結果からは、本社を首都圏に構える会社が多く、被害状況もそれほど大

きく無かったことから、初動対応は比較的スムーズに行なえたことが読み取れる。

　また、被害状況確認について「被災地の職員安否・支社営業所の被害状況確認に要した

時間」についてアンケートを実施した結果では、3日以内に完了した会社がおよそ6割、

2有効回答数31社中31社（択一選択方式）
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7日以内では7割の会社で完了していた（図表I．2）。

【図表I．2　アンケートr被災地の被害状況確認に要した時間」】3

　このアンケート結果からは、東日本大震災は営業時間中に発生したこともあり、災害対

策本部の立ち上げから被害状況の確認まで比較的短時間で実現できたことが読み取れる。

　一方で、もし災害が夜間や休日に発生した場合は、交通機関の麻痺により要員が出社で

きず、災害対策本部を立ち上げられない可能性がある。

　イ．本社被災時の課田

　仮に首都直下地震が発生した場合、初動対応にはどのような課題があるのだろうか。

　まず、災害対策本部の設置については、多くのBCPでは本社に設置することを前提に

している。有事の際は、地方に災害対策本部を設置するとしているB　C　Pもあるが、その

構成員が首都副こいる場合は、やはり交通機関の麻痺により短時問で集めることは現実的

に難しいと考えられる。

　続いて、被害状況の確認について、東日本大震災では携帯電話に約90％の発信制限が

かかり、メールにも30％近くの利用制限がかけられた。もし首都圏で災害が発生したら、

これ以上の規制がかかると予想される。その結果、支社・営業所の被害状況や、職員の安

否確認が遅れ、さらに本社からの指示がタイムリーに伝わらないリスクが発生する。

（2）事実継続対応

　ア　支社・営業1所被災時の課題

　東日本大震災時、支社・営業所が復旧されるまでに実施した事業継続対応についてアン

ケートを実施した（図表I．3）。

3有効回答数34社中34社（択一選択方式）

一65一



【図表I．3　アンケート「支社営業所の復1日までの間に実施した事業継続対応」】4

　最も回答が多かったのは36％の会社が実施した「近隣の支社・営業所からの職員の派

遣」である。また、「被害の少ない支社・営業所の職域拡大・変更」や、「仮店舗の設置」

も実施されている。

　その他で注目すべきは「臨時雇用による人員確保」である。臨時雇用を行ない、保険業

務を継続することが可能という点は、被災時には人的リソースが逼迫することが容易に想

定できるため、効果的だと考えられる。

　いずれの対応も「人員」と「営業拠点」の確保を目的としており、これらが災害時の業

務継続に必要不可欠であることは当然であるが、いかにしてこれを素早く、充分に確保で

きるかが、ポイントであると考えられる。

　しかし、復旧までの業務継続対応として、人員確保に対する対応をしていたにも関わら

ず、アンケートでは、人員の確保について、不十分であると回答した保険会社が多かった

（図表I．4）。

【図表皿．4　アンケート「東目本大震災時のB　C　Pにおいて最も不十分と感じた点」】5

13％

4有効回答数40社中40社（択一選択方式）

5有効回答数22社中18社（択一選択方式）
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　図表I．3のアンケート結果を踏まえ、この結果から読み取れることは、人員確保対応

により人員数はある程度補えたのかもしれないが、応援要員が日頃の担当業務以外を対応

したため、必要とされているスキルレベルに達しておらず、不足感が払拭できなかったと

思われる。

　今後、事業継続対応のボトルネックとして、必要なスキルを持った人員の確保はBC　P

を見直す上での重要な改善点といえるだろう。

　イ．本社被災時の課題

　仮に首都直下地震で本社・事務センター（システムセンター合む）が被災したら、どの

ような課題があるだろうか。

　平常時は、保全保険金・料金収納といった新契約成立後の既契約管理に関する業務につ

いて、事務センターによる集中処理が一般的であり、営業所・代理店は手続きに必要な書

類の授受や、お客さまの照会対応が中心業務となる。

　仮に首都直下地震が発生し、事務センターの早期復旧が困難と判断された場合、災害対

策本部の指示によりバックアップシステムの運用を開始し、翌営業日には各拠点で継続対

象業務のオンライン処理が行える体制を整える。

　バックアップシステム切替後は、各拠点で保険金支払業務、および保険契約管理業務を

取扱うことになるため、現地職員は適宜、B　C　Pに沿った災害時マニュアルを参照して対

応することになる。また、現地職員に高いスキルを求めることはできないため、難しい査

定を必要としない支払案件や保全手続きのみを取り扱うことになる。結果として、災害時

においては保険会社の中核となる業務を十分に果たすことができるかは不明確である。

　また、首都直下地震について、政府、東京都の公表値（図表I．5）を前提とした場合、

たとえ建物自体の倒壊を免れても、交通機関1通信というインフラが長期間復1口しない状

況が続く。それにより、人員の参集率は著しい低下に陥る可能性があり、その中で業務を

継続させる必要があるという障壁がある。

　さらに、道路の復1目に1ヵ月程度を要し、その間の物流が停滞・遅延することを考える

と、お客さまとの各種保険契約手続きに必要な書類の授受も影響を受けてしまう。結果と

して、保険会社が継続すべき業務のひとつである「保険金支払業務」が行なえなくなって

しまう事態が考えられる。
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【図表I．5　首都圏被災時に想定されるインフラ復1日、人の参集率改善に要する時間】
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皿一3　事業継続に不可欠な要素

　I－2より、被災時には特に業務継続できる営業拠点というr場所」の確保と、難しい

査定を行うスキルを持ったr人」の確保に課題があることがわかった。また、各種業務を

行う上で、書類というr物」の授受も必須である。これらのことから、保険事業を継続す

るために不可欠な要素として「場所」「人」「物」があることがわかる。

（1）須所

　r人」が働く職場やr物」を管理するスペースのことである。働くことができるr人」

がいても、交通機関の麻痺により働く「場所」まで辿り着けない場合や、建物の倒壊など

によりr場所」が使用できない場合は業務を継続することができない。また、同様にお客

様と「物」の授受ができても、「物」を管理する「場所」が無ければ業務の継続は難しいと

いえる。

（2）人

　請求書類のチェックや支払の査定ができる担当者、すなわち支払案件に対して意思決定

を行える経験と知識が豊富な人材やスキルのことである。これらは事務処理に不慣れな現

地職員での対応だけでは限界があり、近隣の応援要員候補も被災し長期間出社できない場

合、業務上の判断を下せる人もいなくなる恐れがある。

（3）物

　お客さまから預かった保険証券や請求書など事務手続きに必要な書類や、お客さまに通

知するご案内や計算書などの各種帳票のことである。各種保険業務において、必要書類や

帳票が無ければ事務が成立しない。郵便や交通に左右されず、場所の離れたお客さまとも

r物」の授受ができる環境が必要である。
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　II－4．まとめ

　「場所」「人」「物」これら3つのうち1つでも欠けては、保険事業は成り立たない。質

の高い事業の継続性を確保していくためには、「場所」「人」「物」に依存しない柔軟な仕組

み、柔軟な働き方を構築することが必要である。

　特に、「場所」は「人」「物」を確保・管理する上での前提として必要不可欠である。我々

は、まず「場所」にとらわれない柔軟な働き方を実現する手段として、場所に依存しない

働き方として総務省が提唱している「テレワーク」を活用することを考えた。
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【第皿章】テレワークの導入

　本章では、まず「テレワーク」という働き方を説明し、続けて導入にあたっての課題と

解決策を検討する。

　最後に「テレワーク」を導入することで事業継続に不可欠な要素をどこまでカバーする

ことができるか1こついて検証をしていく。

皿一1．テレワークの概基

（1）テレワークとは

　テレワークとは、総務省の定義によれば「I　CT（lnformation　and　Co㎜unication

Technology）6を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方」となる。さらにテレワ

ークの形態は自営型と雇用型に分類でき、自営型とは個人事業主となって業務を行なう形

態をいう。また、雇用型は働く場所によって「在宅勤務」「モパイルワーク」「施設利用型

勤務」の3つに分類できる。

　①r在宅勤務」とは、白毛を就業場所とするもの

　②「モパイルワーク」とは、施設に依存せず、いつでも、どこでも仕事が可能なもの

　③r施設利用型勤務」とは、サテライトオフィス7、テレワークセンター8、スポットオ

　　　フィス9等を就業場所とするもの

　3つの働き方を組み合わせることで、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方を実現す

ることができる。

（2）テレワーク箏入の効果

　テレワーク導入の効果としては、一般的には「生産性の向上」「ワーク・ライフ・バラン

スの実現」などが挙げられるが、当グループでは以下2点について着目する。

　ア　新規日用の創出

　例えば退職者や育児・介護世代など、従来型勤務の形態では継続雇用が難しい「人」に

対し、新たに雇用する機会を広げることができる。その結果企業にとっても優秀な人材の

確保が可能となる。

6情報・通信に関連する技術一般の総称

7遠隔勤務者に対し、都市部郊外や地方拠点にべ一スオフィスとは別に小さなオフィスを設置して、

　べ一スオフィスに通勤することな＜勤務できるようにしたもの

8通信環境やセキュリティ等のオフィス環境が整った公営の共同利用型オフィス

9事業所や支店の一部スペースに、出張者やモパイルワーカーが立ち寄って作業ができるよう1こした

　オフィス空間
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　イ　事二業継続性の確保

　災害時やハンデミック時における事業継続の手段としてのテレワーク活用は既に様々な

企業で行われている。テレワークを既に導入している、または導入を検討している保険会

社を対象にrテレワーク導入に求める効果」についてアンケートを行った結果、5割もの

会社で『最大の目的が「事業継続性の確保」である』と考えられていることが分かった（図

表皿　1）。このことからもテレワークという働き方は、保険会社の事業継続性を支える働

き方として有効なものとして捉えられていると考えることができる。

【図表皿．1　アンケート　rテレワーク導入に求める効果」】10

①事業縦縞性の確裸
②ワーダーうイフーバランスの実I月

③王産性の同上
④オフィスコニミト。）肖11詐蔓

⑤新規雇用の禽1」出

血一2．テレワーク導入の課題と解決策

（1）テレワーク導入への課胆

　テレワークは一般的に多くの効果が得られる働き方であると認識されている。一方で

様々な障壁から導入に踏み切れない企業も多い。

　当グループではテレワーク導入にあたっての課題について、主に以下の3点について検

討していく。

　ア．セキュリティ

　保険会社では多くの個人情報を取扱うため、情報セキュリティの保護が必須となる。情

報資産管理の手段として情報の社外への持ち出しを禁じている企業も多く、社外での業務

を可能とするテレワーク導入に対して情報セキュリティ面から課題を指摘する声は多い。

柔軟な働き方と情報資産管理をどう両立させていくかは、テレワークに限らず適用業務の

Web化などにおいても同様の検討をすべき課題であるといえる。

1o有効回答数19社中18社（単一回答方式）
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　イ．コミュニケーション不足

　テレワークの導入で直接顔を合わせる機会が減少し、職員間のコミュニケーション不足

から業務効率が低下するという懸念点も考えられる。管理責任者による部下の業務進捗管

理、チームでの業務推進などは顔を合わせていた方が行いやすいという意見もある。

　ウ．導入コスト

　テレワークの導入には情報通信、インフラ（建物、電気）、労務（研修、勤務）などのコ

ストが新たに発生する。そのうち導入するテレワークの形態に関わらず必要となるコスト

は情報通信にかかるコストである。インフラ、労務コストはテレワークの形態や企業の規

定により考え方が異なることから、当グループでは情報通信コストに着目した。

　当グループで試算した結果、以下の条件でテレワークを導入した場合、おおよそ年間1，

104百万円、5年間合計で5，750百万円程度の高額なl　T投資費用が必要となる（図

表皿．2）。

　　　　　　【図表皿．2　テレワーク導入に必要な、情報通信コスト試算】

前提：営業職員2万人、本社3社、支店200店の保険会社にて、シンクライアント端末を新規に導入し、

5年間保守運用まで行った場合

項目

機器費用

構築費用

運用保守費用

金額（単位＝百万円）

3，300
430

2，020

　この課題に対しては投資対効果の高い．情報通信技術を活用することが対策として考えら

れる。

　以上のようにrセキュリティ」rコミュニケーション不足」r導入コスト」これら3つが

テレワーク導入にあたっての課題といえる。

（2）課題に対する解決策

　前項で述べたとおり、テレワーク導入にあたっては「セキュリティ」「コミュニケーショ

ン不足」「導入コスト」という課題の解決が必要となる。以下では前項の課題について当グ

ループで検討した解決策について述べる。

　ア．セキュリティ

　「セキュリティ」の課題への対応策としては、クラウドサービス11の導入を検討した。

クラウドサービスは既に様々な場面で活用されているが、このクラウドサービスの形態の

11ネットワーク、特にインターネットをべ一スとしたコンピュータの利用形態
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1つにD　a　a　S（DesktopasaService）12というものがある。この形態を活用することで、

次のようなことを実現することができる。

　現状、各保険業務を行うためには、本社や支社のクライアント端末にO　Sやアプリケ‘

ションソフトを導入し、システムセンターと接続するという形態が一般的である。

　ここでD　a　a　Sというクラウドサービス形態を利用するメリットとして、まずデータの

管理方法が変わる。OSやアプリケーションソフトを各クライアント端末に導入する必要

がなくなり、データはシステムセンターで一元管理することができるよう1こなる。その結

果、クライアント端末にはデータが残らず、セキュリティ管理が強化されるようになる。

　またクライアントごとに対象業務をコントロールする、というアクセス制御も可能なた

め、重要データの管理がより強化されるようになる。

　さらにテレワークの実施には十分なネットワーク環境の確保が必須となるが、インター

ネット回線を利用するクラウドサービスであれば、東日本大震災時の経験からもインター

ネットはロバスト性の高い通信機能であることが実証されているため、事業継続に有効で

あるといえる。なお災害時の通信機能の維持という面では現状のネットワーク環境は十分

とはいえないところもあるが、現在、インターネット回線より更にロバスト性の高いNG

N（Next　Generation　Network）13の拡充が政府主導で進められており、遠からずネットワ

ーク環境のより確実な確保は可能となる見込みである。

　以上のようにクラウドサービスを適用することで、セキュリティ環境や事業継続性の高

いシステムを確保することができると考える。

　イ．導入コスト

　r導入コスト」の課題に対してもクラウドサービスを利用することで解消できると考え

る。

　1T専門調査会社であるl　D　C　J　a　p　a　nの調査によると、金融事業において導入され

ているDaaSの投資対効果は、3年間で319％、回収期間は12．6か月、という結

果が得られている（図表皿．3）。

12端末のデスクトップ環境をネットワーク越しに提供するサービス

13通信の帯域幅を確保し、セキュリティを向上させることで電話網を代替できる次世代ネットワーク
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【図表皿　3　D　a　a　S導入による投資対効果】

ヨΩn

投資200．

対
効
果

（％ユ。o）

o

0　　　　　　　1　　　　　　　2　　　　　　　3
期剛年）

　これはデスクトップ仮想化製品を3年間運用すると投資に対して3倍以上の効果が得ら

れ、12．6か月で投資額を回収できることを意味しており、1年以上の期間運用するこ

とによる投資対効果は十分であるといえる。そのため当グループで試算したコストに対し

ても投資対効果は十分得られる可能性が高い。

　以上よりD　a　a　Sというクラウドサービス形態を導入することで「セキュリティ」「導入

コスト」に関する課題は解消できると考える。

　ウ．コミュニケーション不足

　残る課題である「コミュニケーション不足」に対し、3つのコミュニケーションツール

を活用した対応策を考えていく。

　なおコストの試算結果については節末の表にまとめている（図表皿．4）。

　a．W6b会議システム

　メールや電話だけでは十分な情報交換ができない場合のコミュニケーションツールとし

て使用する。

　簡易なデータ資料を共有しながら会議を行える点や、インターネット環境があればどこ

からでも参加可能な点がT　V会議と比較した際のメリットといえる。

b．社内SNS14

部門内のコミュニケーションを手助けするだけでなく、部門の枠を超えたコミュニケー

14社会的ネットワークをインターネット上で構築するサービス（Socia1Network　Service）
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ションが可能となる。具体的なイメージとしては、F　a　c　e　b　o　o　k15やm　i　x　i16の社内

版というものになる。また東日本大震災時にTw　i　t　t　e　r17などのS　N　Sが、安否確認に

役立ったという事例からも、社内S　N　Sを安否確認の手段として活用することも考えられ

る。

　C　遠隔会議システム

　遠隔会議システムを使用することで遠隔地とタイムリーに、かつ双方向的な会議を行う

ことが可能となる。遠隔会議システムはW　e　b会議システムと異なり、多くのデータフォ

ーマットに対応した会議資料の編集等が遠隔地間で相互に可能となることから、Web会

議に比べより多くの情報をより早く視覚的に伝達することが可能となる。

　以上の「We　b会議システム」「社内S　N　S」「遠隔会議システム」という3つのコミュ

ニケーションツールを導入することで、テレワーク導入時にも十分なコミュニケーション

をとり、円滑に業務を行うことが可能になると考える。

　　　　　　【図表皿　4　テレワーク導入にかかるコストの試算結果】

前提：営業職員2万人、本社3社、支店200店の保険会社にて、5年間保守運用まで行った場合

1．1擦懸．一・ ．1擁藻熱・ 蟻鶴鱗嬉翁騨・＝・ ．擁鮭鱗離
セキュリティ DaaS 773 279
導入コスト

Web会議 1 3コミュニケーショ

@ンツール 社内SNS 1 27
遠隔会議システム 6 1

（3）導入事例

　実際にテレワークを導入している保険会社について、2社の事例を紹介する。2社とは

直接面談をし、テレワーク導入に当たっての課題などをヒアリングさせていただいた。

　まず1社日のA社は「生産性の向上」と「ワーク・ライフ・バランスの実現」を主な導

入目的としており、導入の形態には「在宅勤務」が適用されている。A社ではテレワーク

導入に向けたトライアルを実施した中で、「在宅勤務には、対象者や対象業務の適／不適が

ある」という点を課題として挙げており、結果として対象者や対象業務を限定する形でテ

レワークが導入されている。

　A社において「在宅勤務」対象とされた業務は総務、企画という本社機能であり、対し

15知人との交流を深めることを目的としたS　N　S

16インターネット上のつながりを深めることを目的としたSNS

17不特定多数との緩い交流を目的としたS　N　S
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て顧客と接する業務については不適と判断された。

　続くB社では東日本大震災をきっかけに「事業継続性の確保」を目的としてテレワーク

が導入され、導入の形態には「在宅勤務」と「サテライトオフィス」が適用されている。

A社に比べ導入規模が大きく、導入期間も長いB社に『テレワークを導入することで、コ

ミュニケーションが不足し、生産性が低下することはないのか』との質問を行ったところ、

『メールやW　e　b会議を活用することで、コミュニケーション不足は解消できるため、生

産性が低下することはない』との回答を得ており、導入後の定着に向けて工夫が行われて

いることが分かる。

　上記の事例は両社とも対象者・対象業務を本社機能に限定しており、保険契約者と相対

し相談・契約等を行う業務には不適とされている。その理由は現状の保険契約に関する申

し込み・審査・契約・保険金支払い等の業務フローの大半で紙媒体が主流となっているこ

とに大きく関連している。契約者の本人確認、契約の意思確認、契約内容の理解の確認と

いう契約に関する証拠機能としての重要性から紙媒体が選択されており、紙媒体の保管・

管理の必要性が、働く環境を会社という拠点に限定する重要な理由となっているからであ

る。

　つまり業務において紙媒体に依存する以上、労働環境を限定する必要があり、テレワー

クには不適と判断されるのである。他方、総務・企画という本社機能は保険業務ほど紙媒

体の重要性が高くないため、テレワークの導入が比較的容易となっている。

皿一3　事業継続におけるテレワークの有効性

　それではテレワークを導入することでどこまで柔軟な働き方が可能となるか、評価をし

ていく。

　テレワークに「クラウドサービス」と「コミュニケーションツール」をあわせて活用す

ることで場所や時間にとらわれない柔軟な働き方が可能になると考えるが、それは前述ま

でのとおり社内の課題解消にとどまった範囲での改善となっている。

　続けてテレワークを導入することで、I章でまとめた「事業継続に不可欠な要素」をど

こまでカバーできるのかという点について、検証する。

（1）場所

　r場所」にとらわれずに柔軟に働くことができるテレワークは、r場所」の要素は十分に

カバーできると考える。

（2）人

　テレワークの導入による効果の面でも述べたように、従来とは異なる働き方が可能とな

ることで非常時の人員確保は容易になると想定される。非常時の臨時雇用であっても、簡

略化された事務処理については対応できると考えられる。
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　しかし支払査定のように専門的なスキルが求められる業務では、対応できる「人」は限

られるため、そのような「人」を的確に確保することはテレワークだけでは困難であると

いえる。また必要とする「人」を必要なタイミングで、的確1こ手配することができるかに

ついても、テレワークだけでは難しい問題と考えられる。

　結果として、テレワークでは「人」の要素を十分1ニカバーすることはできないといえる。

（3）物

　「物」については、現状の保険事業では紙媒体の授受が多く存在している。また、例え

ば紙媒体の社外持ち出し禁止というセキュリティポリシーから、自由に紙媒体の授受を行

うことが難しい状況にある。

　そのため、働く場所の自由度が高いテレワークと物理的な「物」が残ってしまう保険事

業との相性は、あまりよくないといえる。

　結果として、「物」の要素1こついても十分にカバーすることはできないと考える。

皿一4．まとめ

　「テレワーク」では事業継続に不可欠な要素のうち、「場所」についてはカバーすること

ができるものの、「人」と「物」について十分にカバーすることができないといえる。

　そこで次章では、「テレワーク」を軸にしてそこに「l　Tソリューション」を組み合わせ

ることで、事業継続に不可欠な要素を全てカバーする方法を検討していく。
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【第1V章】テレワークと組み合わせた対策

　本章では、前章で論じたrテレワーク」では対応しきれないr人」とr物」をカバーす

るためのインフラ基盤の構築について考察する。

　「人」と「物」についてそれぞれの課題を改めて確認すると、「人」に関してはスキル不

足と人材不足の問題があり、「物」に関しては紙媒体管理と顧客情報管理の問題がある。そ

こで、それぞれが持つ問題点に対し有効だと考えられる対応策を提案し、継続すべき業務

に適用することによる効果について分析を行う。

1V－1　退勝者再麗用の仕組み

　まず、r人」に関する課題を解決するため1こ、r退職者を再雇用する仕組み」を考える。

この仕組みでは、スキルを持ったr人」のリソースを充実させることを目指す。

（1）背景

　災害時には多くの人員が不足する。特に被災地の支社や営業所では復1日作業に加え他拠

点の応援や地域へ慈善活動など、限られた職員だけで実施していかなければならない。し

かも本社部門が機能しなくなるような甚大な災害の場合、前述した継続対象業務を並行し

て行う必要があり、職員の対応にも限界がある。

　そこで、すでにスキルを持った人員、つまり生命保険会社・損害保険会社で働いたこと

のある職員を、あらかじめスキル登録しておくことで、不足している人材を補てんできる

仕組みを構築し、緊急時においても「人」の確保が的確にかつ容易に行えるようになる。

　現在においても、育児・出産等で退職した職員に対し、一定の条件を満たしていれば、

再雇用する制度は既に実現されている。しかし、我々がアプローチする再雇用制度は、会

社の枠を超えた幅広い範囲でスキルを共有することを主眼としている。

（2）仕組み

　「退職者を再雇用する仕組み」とは、すなわち「退職者再雇用システム」を既存の情報

共有システムに導入することである。現在、生命保険会社ではL　I　N　C18（生保共同センタ

ー）、損害保険会社では損保VA　N19という企業間のネットワークがあり、企業間の決済や、

契約情報の照会などが行えるようになっており、保険金詐欺などの不正契約の確認や、自

動車事故情報を交換して、企業間で等級を引き継いだりできるようになっている。

　また、業界全体で募集人の資格情報等の一元的な管理を可能とするために、保険会社に

おける代理店登録1募集人届出事務や募集人の資格管理事務の合理化を目的とした「保険

募集人登録システム」を提供している。登録される情報1こは、氏名・生年月日など個人情

18Life　lnsurance　Network　Centerの略

19Value＾dded　Network（情報交換制度）の略
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鞭の他に、所属情報や取得資格の有効期限など募集人登録に必要な情報が含まれている。

登録対象は法的に義務付けられている営業職員や代理店販売員に限られているが、「退職者

再雇用システム」では災害時の継続対象業務に対応するために契約管理業務、契約保全業

務やコールセンター業務を中心とした事務系の職員を登録の対象とする。その流れは下記

の通りである。

①事務系の職則こ対し、退職時に本人の同意を得られれば、各保険会社は職員が今ま

　　で担当した業務や保有スキルを含めた個人情報を「退職者再雇用システム」上のデ

　　ータベースに登録する。

②災害時など人手不足のため退職者のスキルが必要な場合、保険会社は「退職者再雇

　　用システム」にアクセスし、支社・営業所の近隣に必要とするスキル条件に合致し

　　た退職者が登録されていないか照会を行う。

③退職者本人は保険会社からの依頼を受け、待遇・労働条件等を確認のうえ、合意す

　　れば雇用契約締結となる。

④登録される個人情報の管理については現在の「保険募集人登録システム」と同水準

　　のセキュリティを確保し、退職者からの開示請求や、登録内容の変更・追加につい

　．ては各保険協会が窓口として対応を行う。

【図表IV．1　退職者再雇用システム】

働掃用僚禰

（3）有効性

　　r退職者再眉用ソステム」の最大のメリットは、前述した人員不足の状況下において

も、必要なタイミングで必要なスキルを持った人員の確保が可能となる点である。さら

に、既存の情報共有システムを流用するため、生命保険協会・損害保険協会、および各
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会社のシステム導入コスト、運用保守コストを低く抑えることが可能である。

　また、前章で紹介した「テレワーク」の技術を組み合わせることにより、災害による

交通機関の麻痺や復旧活動等により再雇用者が出社できない状況においても、自宅の端

末から業務に携わることが可能である。

（4）課題と対応

　　「退職者再雇用システム」の目的は、会社の垣根を越えた人材スキルの充足であるた

め、各保険協会の会員会社でない外資系企業や関係団体に対しても人員を提供できるよ

うフレキシブルに対応できる体制作りが必要である。そのためには、有事の際は非会員

会社へ当該システムを開放し、Web上で登録者の照会や雇用依頼申請を行えるように

する。

　一方で、競業他社の退職者を雇用することによる専門知識の流出や個人情報の悪用と

いうモラルリスクが考えられるため、退職前の教育については十分に検討する必要があ

る。退職時に禁則事項を設けるだけでなく、一定以上の人事評価を受けた者についての

み、インセンティブとして登録を許可するなど、登録制度の策定が必要と考える。また、

登録者のスキルレベルを維持するためにも、定期的なセミナー等の開催を生命保険協

会・損害保険協会主導で実施することが望ましい。

皿一2．量子処理の推進

　次に、r物」に関する課題を解決するために、r電子処理の推進」を考察する。この仕組

みでは、r物」に依存しない業務環境の確立を目指す。

（1）背景

　保険会社の業務には多くの紙媒体が使用されているが、事業継続を考える上で、保管し

ている膨大な紙文書を非常時に持ち出したり、お客さまから預かったりすることは顧客情

報漏えいのリスクが高い。そのため、文書の電子化は、災害時のリスクマネジメント強化

に欠かせないポイントである。文書の電子化そのものは、現在の技術で容易にできるもの

の、電子化された媒体でお客さまとやり取りする仕組みまでは、なかなか実現されていな

い。そこで、既に実用化されている様々な電子化技術を組み合わせることで、新たな形態

でのサービス提供方法を考察した。

（2）仕組み

　例えば、被災者による保険金の請求手続きの場合、営業所被災のため契約担当者とコン

タクトできなければ、本社相談窓口もしくは臨時窓口まで出向く必要があり、避難生活を

余儀なくされているお客さまへの負担が大きくなる。また、本社被災の場合は、窓口の回

線逼迫や、本社部門の要員不足による保険金支払の遅延などサービスレベル低下も懸念さ
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れる。そこでオペレータがテレワークで在宅コールセンター業務を行い、無人契約機、A

T　M、ネットプリントを行う複合機サービスを組み合わせることで、よりお客さまに負担

の無い、「物」に縛られない業務が可能になる。具体的な流れは下記の通りである。

　①保険金請求者は電話、またはWebで在宅コールセンターに請求を行う。担当オペ

　　　レーダは請求書を郵送し、または請求者本人がコンビニエンスストアのネットプリ

　　　ントサービスを利用してプリントアウトする。

②請求者は必要書類を持って、銀行に設置されている無人契約機へ赴き、書類をスキ

　　　ヤンして提出する。付近に無人契約機がない場合や損壊により使用不可の場合は、

　　　生態認証機能とスキャン機能を備えたA　TMを使用する。スキャンされた書類はイ

　　　メージデータを保管するデータベースヘ登録され、保険金支払査定の担当者へ連携

　　　される。

③保険金の決済が降りた場合、通常は指定口座へ送金するが、銀行のキャッシュガー

　　　ドまたは通帳を紛失している場合は、生態認証機能を備えたA　T　Mで本人確認を行

　　　ったうえで、保険金を引き出せるようにする。

【図表W　2　電子処理の推進】

尊

（3）有効性

　　「電子処理の推進」により、紙媒体がなくなり重要情報の管理が不要になるだけでな

く、在宅コールセンターを設置することで、災害時においてもお客さまの対応スピード

と品質を下げることなく業務の継続を果たすことに大きく貢献することができる。

　また、前述したrテレワーク」の技術を応用し、コールセンター業務だけでなく支払
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査定業務もテレワークによる在宅勤務で対応することで、本社での勤務ができない状況

においても、自宅の端末から業務に携わることが可能になる。

　コストについてもプリンターやATMなど全国のコンビニ施設を活用することにより、

導入コストを低く抑えつつ、より範囲の広いサービス提供を実現できる。

　　　【図表IV　3　電子処理化導入コスト試算】

前提1営業職員2万人、本社3社、支店200店の保険会社

初鰯投資費用 維持費願

預言
機器

s※1）

妙一バ

ｱ入

ｭ※2）

ρ、緊，

ｭ※鋤

構築費

i繁釧

運鰯擦寄

ﾌ※善）

購郷・sw

@傑寄

@（鞭鎌

奮謝

無人契約機 5 60 20 60 50 60 250

ATM 5 60 20 60 50 60 250
ネットプリント 3 60 6 60 50 49．5 225．5

＜単位＝百万円＞

※1　機器導入費用は1台あたりの価格

　　　設置場所（銀行、コンビニ）は既存施設を流用し、機能拡張費は算入していない

※2　1Aサーバ正副6台（We　bサーバ2台、D　Bサーバ1台、災対3台）の構成

　　　サーバー導入費にネットワーク機器等込み

※3　ネットプリントは導入実績のある会社提供のP　P利用

　　　（1サーバあたり10百万円（ネットプリントは6百万円程度））

　　　災対環境は平常時使わないので課金なし

※4　40人月程度を想定

※5　5年分、年間10人月程度のS　E保守（オペレータ込み）

※6　5年分、年額15％程度
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（4）課題と対応

　課題としては、従来の紙媒体が無いため、お客さまに仕組みを十分にご理解いただか

ないといけないというデメリットがあるが、このデメリットに対しては、在宅コールセ

ンターで手厚いお客さま対応を行うことである程度解消できると考える。

　また、電子処理化に伴うセキュリティ対策にっし、ても十分な検討が必要になる。技術

的なセキュリティ対策については、前章で触れた通りだが、電子化されたデータの不正

利用や、外部漏えいという情報資産を取り巻く環境に存在する様々な脅威を未然に防ぎ、

情報財産を構成するC　l　A20を維持するためにも適切な情報セキュリティ対策を行う必

要がある。電子処理化によって起こりうる新たな脅威についてリスクアセスメントを計

画的に行い、セキュリティポリシーの修正、および職員への周知徹底が重要である。

　W－3．まとめ

　「テレワーク」に、「退職者再雇用の仕組み」と「電子処理の推進」という1Tソリュー

ションを組み合わせることで、事業継続に不可欠な要素をカバーできるようになる。

　まず、「人」に関しては、「退職者再雇用の仕組み」の実現により、必要とするスキルを

保有する「人」の確保、必要なタイミングでの「人」の確保が可能となるため、結果とし

て、人材不足とスキル不足の問題は解消することができ、「入」の要素を十分にカバーする

ことができる。

　続いて、「物」に関しては、「電子処理の推進」の実現により、各種帳票を電子化するこ

とで紙媒体の管理および顧客情報管理の問題は解消し、r物」の要素についても十分にカバ

ーすることができるといえる。

20Confidential　ity（機密性）、lntegrity（完全性）、＾vai　labi　l　ity（可用性）
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【第V章】総括

　本章では、前章までに述べてきたrテレワーク」r退職者再雇用の仕組み」r電子処理の

推進」を組み合わせて、「場所」「人」「物」に担われない新しい働き方について考察する。

具体的には、事業継続という観点での被災時の新しい働き方、そして、平常時でも効果が

期待できる新しい働き方について述べる。

　まず、第I章では「支社・営業所被災時（地方被災時）」と「本社被災時（首都被災時）」

に分けてそれぞれが持つ課題を整理した（図表V．1）。その結果、「場所」「人」「物」の

観点から、必ずしも現在の保険会社のBCP対策に削った働き方が、事業継続の観点で十

分であるとは言い切れないことがわかった。

【図表V　1　現状の働き方における課題および検討事項】

嚢繁 繊簗鵜 業務 潔題　篤畿籏鑓簿類

首都
本社業務

スムーズに災害対策本部が設置できるか、普段か

迴齒鰍ﾌ確認が必要

場所 地方 コールセンター・

末ｱセンター業務
別拠点での業務継続をスムーズに行うために、普

iから場所の確認が必要
営業・保全業務

首都
本社業務

被災地業務を代替できる要員が適宜確保できる

ｩに依る

地方
人

コールセンター・

末ｱセンター業務

支払査定というスキル、お客さま対応に必要なオ

yレータの確保という不確定要素が多い

営業・保全業務
職域を拡大して対応するが、被災地域近郊の要員

ｪ十分ではない可能性がある

首都
本社業務

本社で利用している書類が別拠点でも利用でき

髀�ﾔに整備されていたかに依る

地方
物

コールセンター・

末ｱセンター業務

他拠点との計算書等帳票類の標準化、データの共

L化を行っていたかに依る

営業・保全業務
他拠点とのお客さま情報の共有化がどの程度図

轤黷ﾄいたかに依る

V－1．被災時の新しい働き方

　そこで、「テレワーク」「退職者再雇用の仕組み」「電子処理の推進」を導入し、組み合わ

せるとどういった相乗効果が生まれ、保険会社の事業継続に寄与するか、各業務における

その有効性を考察した。
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　例えば東京にある本社が被災した場合でも、他地域と本社機能を日頃から共通化してお

くことで、通信の逼迫や交通機関の麻痺に影響されずスムーズに災害対策本部を立ち上げ

ることができる。また、BCP発動時のキーパーソンが出社できない状況でも、在宅勤務

やモパイルワークを活用して被災状況の情報収集、および正確かつスピーディな業務継続

指示を行うことが実現できると考えられる（図表V．2）。

　また、コールセンター・事務センターや支社が被災した場合においても、本社同様に、

日頃から業務を共有化していれば、スムーズに業務継続が実施できると考えられる（図表

V．3、図表V．4）。B　C　P発動後、業務を継続するにあたって必要な人材については、

退職者の一時的な再雇用により不足分をカバーすることができる。

【図表V．2　被災時の新しい働き方（本社業務）】

ぐ＼
退職者再雇用
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【図表V． 3　被災時の新しい働き方（コールセンター・事務センター業務）】

【図表V． 4　被災時の新しい働き方（営業・保全業務）】

ぐ＼

　　　　　　◆　　　1
　　　　　盟　　　一

お問い合わ一、＝

支払処理。驚鍵用

　　　※サテライトオフィス

　このように、災害時のBC　P手111則こ則り対処していくことを踏まえ検討してみると、結

果として現在の対応とプロセス・フローに変更はないが、「場所」「人」「物」という視点で、

十分な実効性が得られるものと考えられる（図表V．5）。
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【図表V．5　新しい働き方による効果】

婆繁．
．一

C繁簸’ ．繁務麟一一 溺集．

首都 本社業務

地方 コールセンター・ 他拠点と日頃共有化した業務を行っており、
場所

事務センター業務 場所の確保も可能

営業・保全業務

首都 本社業務 他拠点と日頃共有化した業務を行っている

地方 コールセンター・ ため人の確保は対応しているが、仮に不足し

人 事務センター業務 た場合でも退職者再雇用システムに登録し

ている要員を確保することが可能であれば、
営業・保全業務

十分対応可能

首都 本社業務

地方 コールセンター・
他拠点と標準化した帳票類を使用し、業務を

物
事務センター業務

共有化していることにより、被災時でもスム

一ズに他拠点との業務切り替えが可能
営業・保全業務

V－2　平常時の新しい樹き方

　保険会社のB　C　P発動時において、「新しい働き方」が十分有効であることを検証するこ

とができたが、平常時においてもこのr新しい働き方」を保険会社の業務に応用すること

で従来の拠点集中型の働き方から、分散型のワーク・ライフ・バランスを重視した働き方

が実現できると考える。

　本社業務については本社に留まらず、r場所」を意識しないで業務遂行できる環境を提供

する。職員が外出先や移動中でも「モパイルワーク」による業務が可能となるとともに、

単独でも可能な業務については定期的に在宅勤務で実施することにより、業務効率化によ

る生産性の向上などの効果が期待できる。また、出産や育児などの理由で出勤が困難な職

員に対し、「在宅勤務」を適用することで、ワーク・ライフ・バランスの向上や、優秀な人

材の確保に寄与することができる（図表V．6）。

　コールセンター業務においては、第皿章で述べたDa　a　S技術を適用することで、在宅

コールセンターの導入が容易となり、業務拠点設置に伴う費用の削減や、人件費の低減な

どの効果が期待できる。お客さまの応対の際に必要な情報は安全に電子化され、自宅でも

コールセンターと同水準のサービスが提供できるため、顧客満足度の向上にもつながる。

　事務センター業務においても「電子処理の推進」により、書類授受や重要帳票といった

「物」の管理に伴う事務負担が軽減されると同時に、支払査定業務のスピード化などサー

ビスレベルの向上が期待できる（図表V．7）。

　支社業務は本社業務と同様「モパイルワーク」による業務遂行により、生産性が向上す

ると共に営業所との連携が強化され、必要に応じた営業拠点ヘリソースの投入も適宜行え
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るようになる。その結果、営業強化月間などの繁忙期に応援要員として退職者再雇用の仕

組みを活用したr人」の補充による営業力の強化を実現することができる（図表V．8）。

　以上のことから「新しい働き方」を検討した場合、災害時だけでなく、平常時でも大き

なメリットが得られる働き方であると結論付ける。

【図表V．6　平常時の新しい働き方（本社業務）】

ブ＼し 　銭、バ

　　　　　　．指示／て㈱】ノ

盤越鉦腔 u㌧砕ノ
　　　　　　　　　　　響子化基盤
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【図表V． 7　平常時の新しい働き方（コールセンター・事務センター業務）】

【図表V 8　平常時の新しい働き方（営業1保全業務）】
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V－3．おわりに

　最後に、当グループの主張を改めて総括する。

第I章では、保険会社に求められるBCPについて述べた。

　保険会社におけるr継続すべき業務」とは、r保険金支払業務」r保険契約管理業務」

「お客さま相談業務」である。

　第I章では、東日本大震災、首都直下地震の例を取り上げ、保険会社の事業継続に必要

な要素について述べた。

　　保険会社における事業継続に必要な要素は、「場所」の確保、「人」の確保、「物」

の確保である。

　第皿章では、「場所」の確保を行うために、場所を選ばず働くことができる「テレワーク」

について述べた。

　第IV章では、r人」の確保、r物」の確保を行うために、r退職者再雇用の仕組み」r電子

処理の推進」について述べた。

　結論として、当グループでは、現在の働き方と比較し、「テレワーク」「退職者再雇用の

仕組み」「電子処理の推進」を組み合わせた働き方を実現することが、「金融機関（保険会

社）の事業継続計画（BCP）を支える新しい働き方」であると提言する。

　この新しい働き方は、被災時だけでなく、平常時においても有効性の高い働き方である。

　我が国は地震大国であり、近い将来、再び大規模地震が発生してもおかしくない状況に

ある。そのため、できるだけ早期に我々が提言する新しい働き方を、保険会社は取り入れ

ていくことが、今後の保険会社の事業継続上、また、平常時からの新しい働き方という観

点からも、望ましいと我々は考える。
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